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地域医療構想の取組と経緯について

【取組と経緯】

2025年に向けた病床機能の分化・連携を推進し、地域包括ケアシステムの充実

をはかるため、平成28年３月に地域医療構想を策定。

病院の病床ごとの医療機能を４つの区分（高度急性期、急性期、回復期、慢性

期）に分類し、2025年に必要な病床の推計値を基に、各構想区域で必要となる

医療機能が充足するよう病床機能の分化・連携を促進してきたところ。

これまでの地域医療構想の取組をさらに推進するため、新たな取組として厚生労働

省から推進区域（仮称）およびモデル推進区域（仮称）の設定について示された。

２



（令和６年５月23日 厚生労働省提供資料）



（令和６年５月23日 厚生労働省提供資料）



推進区域（仮称）について

【推進区域（仮称）と推進区域（仮称）ではない区域との違い】

推進区域（仮称）以外の区域も引き続き、地域医療構想を推進する。

推進区域（仮称）とは、県内で重点的に地域医療構想を推進する区

域を指す。

推進区域（仮称）は、区域対応方針（仮称）を策定する必要がある。

（別紙参考）

※推進区域（仮称）は県と合意の上設定することとされており、6/21

までに候補を報告するよう厚生労働省から求められている。

５



推進区域（仮称）候補の選出について

【推進区域（仮称）の候補として選出する区域】

湖北圏域

【理由】

厚生労働省が示す基準に該当。

基準①

⇒厚生労働省が示す、2025年の総病床数の必要量と2022年度病床機能報告の

2025年見込みの差異が全国上位150位の区域に該当。

基準④

⇒重点支援区域に指定されているとおり、医療の効率化および不足のない医療

提供の観点から重点的な支援が必要。

推進区域（仮称）に指定し、区域対応方針（仮称）を策定することで、これま

での議論の整理、現状把握、今後の取組の確認に繋がることを期待。
６



推進区域（仮称）における取組について

【都道府県】

2024年度に、推進区域（仮称）の地域医療構想調整会議で協議を行い、当該区域におけ

る医療提供体制上の課題、当該課題の解決に向けた方向性および具体的な取組内容を含

む推進区域対応方針（仮称）を策定。

2025年度に推進区域対応方針（仮称）に基づく取組を実施。

【医療機関】

2024年度および2025年度に、都道府県が策定した推進区域対応方針（仮称）に基づき、

各医療機関の対応方針について改めて必要な検証・見直しを実施。

【厚生労働省】

2025年度に、推進区域対応方針（仮称）の進捗状況を確認して公表。

（2025年に向けた地域医療構想の進め方について（令和６年３月28日付通知抜粋）

７



推進区域（仮称）設定等のスケジュールについて

（令和６年５月10日 厚生労働省説明会より）

厚生労働省 都道府県・構想区域

５月10日 都道府県向け説明会
５月中旬～ 都道府県に対し、当該都道府県のモデル推進区域および推進区域の候補区域を提示

６月下旬 モデル推進区域および推進区域について、都道府県と合意

７月上旬 地域医療構想及び医師確保計画に関するWG
（モデル推進区域および推進区域の設定等について報告）

７月中 通知の発出
（上記WGにおいて報告した内容について）

時期未定 地域医療構想及び医師確保計画に関するWG
（推進区域対応方針の進捗状況について報告）

都道府県と調整

モデル推進区域に対して、アウトリーチ
の伴走支援を実施

• モデル推進区域および推進区域の地域
医療構想調整会議で協議を行い推進区
域対応方針の策定、医療機関対応方針
の検証・見直し等の取組

• モデル推進区域において、厚生労働省
のアウトリーチの伴走支援を受けて上
記の取組を実施

• モデル推進区域および推進区域におい
て、推進区域対応方針および医療機関
対応方針の取組を実施・推進

８



現行の地域医療構想 新たな地域医療構想

地域医療構想に関する今後の想定スケジュール（案）

3/13 地域医療構想及び医師確保計画に関するWG

議題：地域医療構想の更なる推進について

→ 年度内に2025年に向けた取組の通知を発出

夏頃 推進区域・モデル推進区域（仮称）の設定

アウトリーチ
の伴走支援

地域医療構想の取組
状況について、随時、
調査を実施した上で、
WGにおいて、進捗
状況の評価等を行う。

令和７年度（2025年度）
・新たな地域医療構想に関するガイドラインの検討･発出

令和８年度（2026年度）
・新たな地域医療構想の検討･策定

3月下旬 第１回新たな地域医療構想等に関する検討会（仮称）

夏～秋頃 中間まとめ（予定）

年末 最終まとめ（予定）

報告

ＷＧの議論
の内容を新
検討会に報
告し、現行
の地域医療
構想の評
価･課題を
踏まえ、新
たな地域医
療構想の検
討を進める。

１巡目の議論

・関係団体等からのヒアリング
・論点の提示、議論

２巡目の議論
・制度改正の具体的な内容に関

する議論

※ 検討会を月１～２回程度開催

※ 医療部会に報告しながら検討を進める

令和９年度（2027年度）
・新たな地域医療構想の取組（第８次医療計画の中間見直し後の取組）

令和６年３月21日 第107回社会保障審議会医療部会 資料１
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